
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和７年９月３日（水）午後４時００分～午後４時３０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第１会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１０名） 

農業委員 

１番 大森 憲一 

３番 弓野 良子 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

11番 中野 義博 

12番 清水 正雄 

13番 大森 裕一 

14番 石原 孝之 

 

４ 本委員会に欠席した委員（４名） 

農業委員 

２番 山岡 知博 

４番 青木 清美 

７番 折谷 秀幸 

10番 清水 智也 

 

５ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  坂口 寛 

事務局員    永口 拓樹 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第４条・５条の規定による許可申請の件 

（２）その他 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、９月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、９月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 



会議規則第１９条第２項の規定により１番 大森 憲一 委員、３番 弓野 良子 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  １ぺージをご覧ください。 

         議案第１号「農地法第４条・第５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地 

法第４条・５条の規定による許可申請があったので、同法施行令第７条並びに第１５ 

条の規定により意見を求めます。 

         令和７年９月３日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

  

５条関係が２件です。 

         では、議案第１号の１番です。 

 １番 譲受人は、「福島県双葉郡川内村大字下川内○○○○○○○○番地○、○○ 

○○さん」です。 

１番 譲渡人は、「富山市窪本町○番○○－○○○号○○○○○○○、○○ ○○ 

さん」です。 

         申請地は、朝日町月山新字大巻○○番○○及び○○番○○の２筆で、地目は田で 

１６８㎡、転用目的は駐車場敷地です。 

         髙嶋委員より意見書を頂戴しております。 

         申請地につきましては、２ページ左側をご覧ください。 

         当該申請地は、国道８号月山西交差点から高速道路を越え、南側へ 840ｍの箇所に 

あります。 

         申請人は福島県に在住し、運送業に従事していましたが、今般富山県への移住を目 

的として自己用住宅と所有の積載車等を留め置ける土地を探していたところ、申請地 

及び隣接する住宅が条件に合致したことから購入を行うものです。 

         当該地は２筆あり、そのうち○○番○○には譲渡人の亡父が違反転用し車庫を建築 

してあります。 

         今回、○○番○○及び○○番○○で 168㎡となりますが、申請人が４ｔトラック、 

フォークリフトを留め置ける面積が必要となったこと、譲渡人は既に富山市内に居住 

しており、住宅及び違反転用の農地の状態を是正したいと考えており、譲受人、譲渡 

人双方の需給が合致したことから申請に至ったものです。 

         なお、譲渡人より始末書が提出されております。 

         申請地の雨水処理は道路側溝への流下及び自然浸透となっており、適正で隣接地に 

は被害がないと認められます。隣接農地はありません。 

         農地区分については、市街化傾向区域の２種農地と判断します。 

         また、朝日町土地改良区の同意での意見書も添付されていることから、本案件は許 

可すべきものと考えます。 

  



         次に、議案第１号の２番です。 

 ２番 譲受人は、「黒部市宇奈月町内山○○○○番地○ ○○○○○○○○、○○ 

○○さん」です。 

２番 譲渡人は、「魚津市吉島○○○番○ ○○、○○○○○○○○○○○○○、  

○○ ○○さん」です。 

         申請地は桜町○○番○、地目は田で 430㎡、転用目的は一般住宅用地です。 

髙嶋委員より意見書を頂戴しております。 

         申請地につきましては、２ページ右側をご覧ください。 

         当該申請地は、朝日町役場から高速道路を越え、南西に約 580ｍの位置にありま 

す。 

申請人は現在黒部市宇奈月町○○○○○に在住しており、住宅を求めていたとこ 

ろです。 

         譲渡人は魚津市内の施設に入居しており、今後、当該住宅に戻ることはありませ 

ん。 

         今回売買の話が進んでいるところですが、住宅の裏手にある砂利敷の庭と住宅の 

一部が建設されている箇所が農地であることが判明し、今回転用の申請がなされた 

ものです。 

もともとは、桜町○○番であった田を昭和 44年に○○番○と○○番○に分筆しま 

した。 

この上で、○○番○に今回売買される家屋を建設したところです。 

         その後、○○番○地内に昭和 49年に車庫を建築するとともに、○○番○地内に建 

築した家屋を昭和 56年 9月に増築、平成 4年 5月に一部取り壊しの上増築した家屋 

が○○番○地内の一部にはみ出す形で建築されています。 

なお、亡夫が実転用者でありますが、譲渡人から始末書を提出いただいています。 

         申請地の雨水処理は敷地東側の水路へ放流しており、適正で隣接地には被害がな 

いと認められます。隣接農地はありません。 

         農地区分については、市街化傾向区域の２種農地と判断します。 

         また、朝日町土地改良区の同意での意見書も添付されていることから、本案件は 

許可すべきものと考えます。 

 

         以上、第５条の規定による許可申請の件として、２件 田３筆、 

合計５９８．００㎡、となります。 

 

         よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思 

います。 

 髙嶋委員から意見書をいただいておりますので、報告願います。 

 

   髙嶋委員  申請内容については、特に問題ないものと思います。 

 



   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

   

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり県へ 

進達いたします。 

 

会  長  次に、議案第１号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

 髙嶋委員から意見書をいただいておりますので、報告願います。 

 

   髙嶋委員  申請内容については、特に問題ないものと思います。 

 

   会  長  議案第１号の２番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

        んか。 

   

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の２番の議案につきまして申請どおり県へ 

進達いたします。 

    

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…１０月６日（月）１６：００～ 

 

   会  長  その他に意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして９月の農業委員会定例 

会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後４時３０分に閉会する。 

 

 

 

 

 

 



 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 

 

 

 令和７年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


